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平成２２年１２月第５回八街市議会定例会会議録（第５号） 

………………………………………………… 

１．開議 平成２２年１２月２０日 午前１０時００分 

１．出席議員は次のとおり 

    ４番 石 井 孝 昭 

    ５番 桜 田 秀 雄 

    ６番 林   修 三 

    ７番 山 口 孝 弘 

    ８番 小 髙 良 則 

    ９番 湯 淺 祐 德 

    10番 川 上 雄 次 

    11番 新 宅 雅 子 

    12番 横 田 義 和 

    13番 鯨 井 眞佐子 

    14番 加 藤   弘 

    15番 山 本 邦 男 

    16番 京 増 藤 江 

    17番 右 山 正 美 

    18番 小 澤 定 明 

    19番 京 増 良 男 

    20番 丸 山 わき子 

    21番 中 田 眞 司 

    22番 古 川 宏 史 

………………………………………………… 

１．欠席議員は次のとおり 

    な  し 

………………………………………………… 

１．地方自治法第１２１条の規定による会議事件説明のための出席者は次のとおり 

市 長   北 村 新 司 

副 市 長   髙 橋 一 夫 

教 育 長   川 島 澄 男 

総 務 部 長   浅 羽 芳 明 

市 民 部 長   森 田 隆 之 

経 済 環 境 部 長   並 木   敏 

建 設 部 長   糸 久 博 之 

会 計 管 理 者   江 澤 弘 次 
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教育委員会教育次長   越 川 みね子 

農業委員会事務局長   藤 﨑 康 雄 

監 査 委 員 事 務 局 長   秋 山   昇 

選挙管理委員会事務局長   長谷川 淳 一 

財 政 課 長   加 藤 多久美 

水 道 課 長   醍 醐 文 一 

国 保 年 金 課 長   石 毛   勝 

介 護 保 険 課 長   醍 醐 真 人 

下 水 道 課 長   吉 田 一 郎 

学校給食センター所長   石 川 孝 夫 

総 務 課 長   長谷川 淳 一 

厚 生 課 長   藏 村 隆 雄 

農 政 課 長   加 瀬 芳 之 

道 路 河 川 課 長   勝 股 利 夫 

庶 務 課 長   河 野 政 弘 

………………………………………………… 

１．本会議の事務局長及び書記は次のとおり 

  事 務 局 長   今 井 誠 治 

  副 主 幹   鯨 岡 修 子 

  主 査   小 川 正 一 

  主 査 補   吉 田 美 恵 子 

  主 事   武 藤 佳 人 

………………………………………………… 

１．会議事件は次のとおり 

 ○議事日程（第５号） 

                     平成２２年１２月２０日（月）午前１０時開議 

    日程第１ 請願第２２－３号 

         議案第１号から議案第９号 

         質疑、委員会付託 

    日程第２ 休会の件 
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○議長（古川宏史君） 

 ただいまの出席議員は１９名です。したがって、本日の会議は成立しました。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、配付のとおりです。 

 日程第１、請願第２２－３号及び議案第１号から議案第９号を一括議題とします。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑の通告がありますので、質疑を許します。 

 なお、会議規則第５５条により、発言はすべて簡明にし、議題外にわたり、またはその範

囲を超えてはならず、質疑にあたっては自己の意見を述べることはできません。 

 また、会議規則第５６条、第５７条及び議会運営に関する申し合わせにより、各議員の発

言時間は答弁も含め４０分以内とし、同一議題につき一問一答、２回まででお願いします。 

 最初に、丸山わき子議員の質疑を許します。 

○丸山わき子君 

 それでは、私は、まず、債務負担行為の補正から質問をいたします。 

 この債務負担行為の補正の中で、私が質問できる範囲が決まっておりまして、庁舎受付案

内電話交換業務、それから、庁舎清掃業務、八街駅自由通路施設清掃業務に関わって、お伺

いするところであります。 

 この間、庁舎清掃業務、これは、８年間にわたってオーエンスへの落札が続いてきている

わけですね。それから、庁舎案内をはじめ、公民館・図書館・老人福祉センター・スポーツ

プラザ、この落札が４年続いている。それから、駅自由通路の清掃業務、ＮＴＴファシリテ

ィーズ、これは５年続いているわけですね。こういうふうに見ていきますと、同一業者に偏

っているのではないかと。業務の独占と見ても仕方がないのではないかというふうに思うわ

けです。今回も、この来年度の業務委託に関わって、債務負担行為の補正をやるわけですが、

やはり透明性、公平性、これを追求した、そういう取り組みをすべきではないかなというふ

うに思うわけですが、その点どんなふうにお考えか、答弁いただきたいと思います。 

○財政課長（加藤多久美君） 

 それでは、私の方から答弁させていただきます。 

 今回の債務負担行為の今、議員が述べられた３件につきましては、基本的には入札を通じ

まして契約するということを考えておるところでございます。議員が述べられたとおり、例

えば庁舎関係については、同一業者が８年間、結果として同一業者と私どもは契約している

わけでございますが、私ども自治法等にのっとりまして、入札をしまして、契約をしている

ものでございまして、結果として同一業者ということで、結果論ということで、それが業務

独占にあたるとは、全く考えておりません。 

○丸山わき子君 

 結果としてこうなったんだということなんですが、落札率も９４パーセント台というのが

続いているわけですね。そういう点では、また、同じような結果がでましたでは、これは市
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民は納得いかない。やはり、今後こうした偏りがないような、落札のあるいは入札のあり方

を検討すべきであるというふうに思います。 

 それから、もう１点、民間委託の業務に対して、そこで働く従業者の雇用の安定を図る。

このことが求められていると思います。そのためには、賃金保障をした公契約条例が必要で

はないか。これは、建設関係も必要になってくると思うんですが、こういった委託業務に関

しても、こうした公契約条例というのを作っていく必要があるんじゃないかなというふうに

思いますが、その辺については、どんなふうにお考えでしょうか。 

○財政課長（加藤多久美君） 

 公契約条例につきましては、何回も丸山議員の方からご質問をいただいておりまして、ご

存じのとおり、野田市が先兵ということで、もう既に実施しているところで、ほかの自治体

にも大きい団体が１団体、今年、公契約条例ということでやっておるという情報はつかんで

おりますが、この公契約条例につきましては、本来であれば、ほかの法律、労働基準法とか、

最低賃金ほかで、担保されるべき案件だとは、私は考えておりますが、実際、今の状況、こ

の景気不況の状況で、末端の労働者の方がきちんとした賃金をもらっているかという観点か

らすれば、公契約条例を私どもが制定するという必要性は十分に感じておるところでござい

ますが、私ども、実施にあたっては、いろいろと体制の整備等々を考えなければいけないと

いうことで、いましばらく調査・研究したいということで、ずっと答弁しているところでご

ざいまして、これにつきましては、本当に実効性のあるものにしなければいけないと、担当

は思っておりますので、今後とも検討させていただきたいというものでございます。 

○丸山わき子君 

 これ、いつまでも調査・研究をしているのではなくて、やはり今本当に、こういう委託業

者のもとで働く方々が最低賃金も保障されているのかどうか。そこら辺が大変不明瞭なとこ

ろでありまして、やはり、そういう点では、今だからこそ、早期にこの公契約条例を実施し

ていくと。そういう取り組みを進めていただきたいというふうに要望するものであります。 

 次に、お伺いいたしますのは、総務費であります。今回の補正は、人勧による職員の１億

１千４００万円の削減、これが補正され、特別職も若干の削減をしているところであります。 

 そこで、お伺いいたしますのは、新市長の報酬について、市長はご自身の報酬について、

どのようにお考えなのか、お伺いしたいというふうに思います。 

○市長（北村新司君） 

 市長の給与削減につきましては、平成２３年３月まで給与月額から削減が行われておりま

す。私の給料削減につきましては、今後、自分でしっかりと熟慮いたしまして、必要なとき

に議会に提案したいと思っております。 

○丸山わき子君 

 平成２３年３月まで削減されていると言われても５パーセントなんですね。それで、今、

八街市の税収の状況、これは市長も議員時代から、その状況はよくよく把握されていると思

います。徴収強化対策を講じ、職員の皆さんが一生懸命頑張っても、年々その徴収率は下が
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っているわけですね。これは、職員の皆さんに問題があるわけではない。また、市民の皆さ

んに問題があるわけではない。市民の皆さんの担税力、払いたくても払い切れないという、

そういう実態があるところに、きちんと目を向ける必要があると思うんですね。こうした市

民の払い切れない実態、やっと支払う税金、そのもとで、特別職のこうした報酬というのは、

この実態に見合った対応をしていくべきであるというふうに思うわけです。 

 八街市の収納率は、ここ数年、最下位グループ、下から２番目という状況なわけですね。

それで、八街市と類似団体である東金市の市長の報酬というのは、７２万２千５００円なん

です。八街市よりも、約１０万円低いわけですね。私は、こうした点では、本当に市長がし

かるべきとき、自分が考えてというのではなくて、八街市のこの財政の状況からいえば、早

期にこの削減に取り組むべきであるというふうに思うわけなんです。そういう点で、今の八

街市の市税収の状況、市民の生活実態からいって、市長はもっと早く対応すべきであると。

最も早く対応すべきであるというふうに思いますが、再度、その辺についていかがでしょう

か。 

○市長（北村新司君） 

 先ほど答弁したとおりでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○丸山わき子君 

 市民の皆さんからは、早期の削減をすべきだと、そういう厳しい声も上がっております。

ぜひ、これは早期の対応をいただきたいと、このように申し上げておきたいと思います。 

 次に、１７ページの広報費についてお伺いするものであります。これは、月２回の発行の

準備ということで、今回の予算措置となっているようでありますが、この月２回の発行によ

って、新年度の予算措置というのは、どのような状況になっていくのか、お伺いしたいとい

うふうに思います。 

○総務部長（浅羽芳明君） 

 新年度予算につきましては、現在、策定中でございますので、この場では、ご答弁は控え

させていただきたいと思います。 

○丸山わき子君 

 この２回にすることによって、予算は増えるのかということをお伺いしたかったんですね。

その辺の問題と、それから、数を増やすということは、それだけ市民の皆さんに市の情報を

伝達すると、その機会を増やすという点ではいいなというふうに思いますが、現在、この広

報がどのくらいの世帯に配付しきれているのかどうか。その辺については、担当課はどんな

ふうに把握されているのか、ご説明いただきたいというふうに思います。 

○総務部長（浅羽芳明君） 

 先ほどの新年度の予算の関係でございますけれども、当然、現在の月１回発行から２回発

行ということになりますので、折り込み料も含めまして、できるだけ増額はしたくないとい

うところでございますけれども、増額になる見込みだというふうには予想はしているところ

でございます。 
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 それから、広報の発行状況でございますけれども、２２年度につきましては、毎月２万６

千３００部を発行しているところでございます。そのうち、新聞への折り込みが約２万５０

００部弱。それから、新聞を取っていらっしゃらない方もいらっしゃいますので、その方た

ちにつきましては、希望によって郵送をしているというような状況でございますけれども、

この郵送世帯が概ね３００ほどということでございます。そのほか、市役所の受付、あるい

は駅、あるいは郵便局と公共的なところには置きまして、なるべく多くの市民の方々に手に

とっていただくような配慮はしているというふうに感じております。 

○丸山わき子君 

 商業新聞を取っていないと、なかなか広報が行き渡らないと。今、多くの家庭が新聞を取

っていない状況があるのではないかなというふうに思うわけなんですが、そういう点では公

の施設に広報を置いているといっていますが、さらに、その置く場所を広げる必要もあるん

じゃないかなと。例えばスーパー等に置かせてもらうというようなことも検討すべきではな

いかなというふうに思います。せっかく２回発行し、市民の皆さんに情報を提供していくわ

けですから、より多くの皆さんに渡る、そういうことも、ぜひ、検討いただいて、月２回の

発行を進めていただきたいというふうに思います。 

 次に、商工費についてお伺いいたします。今、大変な不況、そして円高のもとで、中小零

細業者の皆さん、本当に大変な状況になっているというのが実態であろうかというふうに思

います。そうした中で、商工費が人勧による職員の人件費削減だけで、終わらせるような内

容になっているのは、大変残念であります。本当にこの不況対策に力を入れた、そういった

補正予算にすべきではなかったかなというふうに思うわけです。 

 一般質問の中でも、市長は地域経済の状況は厳しいというふうに答弁されております。そ

して、また、地元業者の受注機会の拡大を進めていきたいという答弁もされているわけです

ね。そうした中で、木造耐震の改修、これを導入していくということも答弁されているわけ

ですが、これは、経済波及効果はどのくらいあるというふうに見ているのでしょうか。その

辺についてお伺いいたします。 

○建設部長（糸久博之君） 

 木造の耐震化の経済効果ということでございますけれども、今、準備をしておりまして、

耐震化につきましては、多くの人が地元の業者を使っていただければ、経済効果ということ

があろうと思いますけれども、実際に今耐震診断等をしておりますけれども、耐震診断も少

ない状況でございまして、今現在で使っていただければ、地元にあるかなという感じはしま

すけれども、詳細につきましては、まだ、わからないところでございます。 

○丸山わき子君 

 この耐震化の改修に関しましては、いろいろと制限がありまして、利用がなかなか思うよ

うにいかないというのが実態のようであります。そういう点では、地元業者の受注機会の拡

大、あるいは経済波及効果というのは、あまり期待できないわけですね。先だっても一般質

問の中で、経済波及効果は抜群であると。この間も共産党は取り上げてきたところですが、
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この経済波及効果がある住宅リフォーム助成制度に関して、市長はやりませんと。その理由

が全く述べられない中で、やりませんという答弁をいただいております。なぜ、やらないの

か。波及効果がある。それから、地元業者の受注機会、これを保障していく最も大きな制度

であるというふうに思うわけなんです。そういったものが、もう既に全国各地で実施をされ

ている。それから、千葉県下では、いすみ市が、これは毎月の統計をとっておりますが、１

０月には経済波及効果は２０倍あったと。この４月から１１月までの状況を見て、平均する

と経済波及効果は１４倍あったということなんですね。それだけ、多くの業者の皆さんが仕

事を受け、そして経済波及効果を進めているという状況なんですね。これ、なぜ、調査もし

ないで、やらないと市長はそういう答弁をされているんでしょうか。市長の答弁をいただき

たいと思います。 

○市長（北村新司君） 

 ６款１項１目、商工総務費についての今回のことですけれども、人件費の減額を計上した

ものでありますが、先ほど答弁した内容と重複するようなところがあるかもしれませんけれ

ども、現下の引き続き厳しい経済情勢の中で、国策の対応として必要不可欠であり、本市で

も緊急雇用対策の経済危機対策での各種交付金を活用し、地域経済の活性化を図ってまいり

ました。また、中小企業の支援策として、制度融資の利率の引き下げやセーフティーネット

の保障申請の迅速な対応等により、中小企業者が経営に必要とする資金繰りの充実にも努め

ております。今後の政策の充実はもちろんでございますけれども、先般の一般質問の折にも

申し上げましたけれども、さらに公共工事の地元業者の受注機会の拡大を図ってまいります。 

○丸山わき子君 

 公共事業の地元業者の受注拡大、それは当たり前です。そんなの当たり前のことです。そ

れでも、この不況の中で、業者の皆さんが立ちあがれないような、そういう打ちのめされて

いるわけですから、そこで、さらに仕事を確保していくのには、何が必要なのか。その研究

が必要なんですよ。それをやらないで、ただ、住宅リフォーム助成制度はやりませんと。そ

れは不思議な答弁です。これは、各地で今経済の波及効果だけではなくて、自治体の財源確

保に見合う行政効果があると、こういうことをそれぞれの自治体関係者は言い始めているわ

けですね。つまり、税収にもつながっていくということを言っているわけですよ。ですから、

そういう点でも、もっともっと懐を広くして、こういった経済対策に立ち向かっていく。そ

ういう姿勢が必要であると思います。市長、ぜひ、住宅リフォーム助成制度、これの調査・

研究を進めていただきたいと思います。いかがですか。 

○議長（古川宏史君） 

 丸山議員に申し上げます。 

 会議規則第５６条の規定により、質疑は同一議題について２回を超えることはできません。 

○丸山わき子君 

 議長の権限で答弁させればいいでしょうよ。議長、権限あるんだよ。 

○議長（古川宏史君） 
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 要望でお願いします。 

○丸山わき子君 

 市民が今どんな状況か、わかっているのですか、本当に。 

○議長（古川宏史君） 

 以上で、丸山わき子議員の質疑を終了します。 

 次に、京増藤江議員の質疑を許します。 

○京増藤江君 

 それでは、議案第３号、平成２２年度八街市一般会計補正予算について、３款２項３目の

母子福祉費についてなんですが、ひとり親家庭医療費について伺います。 

 ひとり親家庭の特に父子家庭についての医療費をお聞きしたいと思います。父子家庭は先

日の一般質問の中では、１１８世帯あるということでございましたけれども、その中で、こ

のひとり親家庭の医療費を受けられるのに、受けておられない世帯は、どのくらいあるのか、

まず、お聞きします。 

○市民部長（森田隆之君） 

 まず、本年の児童扶養手当が父子家庭に拡充される前の本年７月３１日現在は、父子家庭

数は７世帯となっています。それで、その後、父子家庭が拡大された後、８月以降の認定に

なりますが、そこでは、ひとり親家庭と医療費制度の対象者は２４世帯となっております。 

○京増藤江君 

 少し増えたということですが、本来ならば、児童扶養手当を認定された家庭が３０世帯あ

るわけですから、少なくとも、この３０世帯までは、このひとり親家庭に該当すると思うわ

けですが、そのほかにも、もっと該当する世帯はあると思うんですが、その周知徹底につい

ては、どのようにするおつもりなのか、お聞きします。 

○市民部長（森田隆之君） 

 引き続き、ホームページ等には常に掲載しておりますし、窓口に申請に来られた、そのほ

かの手続で来られた方についても、該当するような方については説明をしております。医療

費助成のこの制度自体が、時効が２年ありますので、その間にはかなり周知もできるし、申

請もされるのではないかというふうに考えております。 

○京増藤江君 

 母子家庭も本当に生活が大変なんですけれども、父子家庭についても、やはり子どもを育

てながらというところでは、残業もできない、いろんな制約があって生活に困難を来してい

ると、こういうご家庭も多いと思うんですね。この１１８世帯と思われる父子家庭について

該当者の方々が本当に少しでも早く、ひとり親家庭の医療費助成を受けられるようにお願い

しておきたいと思います。 

 次に、２４ページの児童扶養手当についてなんですけれども、これも３０世帯が認定され

ているということなんですが、この３０世帯だけが、この児童扶養手当の対象者なんですか。 

○市民部長（森田隆之君） 
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 推計で１１８世帯が父子家庭の数となりますが、この中には所得制限にかかる世帯も当然

ありますので、厚生労働省の全国の父子家庭数のうち、所得分布から児童扶養手当の対象と

想定される父子家庭の割合、これが厚生労働省によりますと５３．４パーセントというふう

に公表されています。したがいまして、１１８世帯のうち６３世帯が本市の対象者になるの

ではないかという試算が出ております。それによりますと、３０世帯が申請しておりますの

で、約半数は申請がされているという状況でございます。 

○京増藤江君 

 今の答弁のように、約半数は、まだ、対象から外れていると、認定から外れているのでは

ないかという推定となっております。また、特に八街市の場合は国保税も本当に払い切れな

い世帯が多いことを考えましても、全国の試算よりも割合は、もしかしたら児童扶養手当を

受けることができる世帯は多いかもしれないということも含めまして、本当にきめ細かな対

応をお願いして、父子家庭への援助をお願いしておきたいと思います。 

 次に、２５ページの生活保護費についてなんですが、生活保護は毎年、月を追うごとに増

えているわけですけれども、この１１月末までの生活保護受給者と前年度とを比較して、ど

のくらい増えているのか。それと、生活保護を受給される方がホームレスだった場合には、

無料低額宿泊所に入らざるを得ないんですけれども、この間、この無料低額宿泊所から出ら

れた方があるのか。あるとしたら何人なのか、お伺いします。 

○市民部長（森田隆之君） 

 まず、１１月末の生活保護の受給世帯ですが、５６１世帯。受給人数は８２１名です。昨

年度の同時期と比較しますと、９４世帯、１３５名の増となっております。 

 それと、無料低額宿泊所から何名が出たかということは、今、把握しておりません。 

○京増藤江君 

 無料低額宿泊所から出た方が何人か把握していないと。これは本当に、この無料低額宿泊

所の趣旨からいっても、よろしくないと思うんですよ。なるべく早く、ここから出ていただ

いて、自立していただく。これが、この宿泊所の意味なんですからね。そして、私も何回か

訪問しておりますけれども、やはり、あそこに長くいると働きたいという気持ちはあるけれ

ども、本当に自立できるのかと、そういう自信をなくしていく。そういうふうに感じられま

す。ですから、私も前に関わった方が、本当に出たいという気持ちがあったのに、いろいろ

と出たら大変なような、そういう例えば、鍋、釜も自分で用意しなきゃいけない。そういう

ふうな受け取り方をするような対応をして、本当に出られなくしてしまった。そういうこと

がございます。そして、やはりこの不況の中で本当に経済的に自立するということは、大変

なわけですから、少しでもアルバイトするとか、そういうことがあれば、私は、ぜひ出てく

ださいと、そういうふうな指導が必要だと思うんですね。そのことについてはどうなのかと

いうことと、あと、やはり無料低額宿泊所の方々も、そして生活保護をアパートで受けてお

られる方々も本当に働きたい方がいらっしゃいます。就労支援員の援助に従って、例えばパ

ソコンなどを習いに行っている場合、交通費も出ると思うんですが、その辺はどうなってい
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るのか、伺います。 

○市民部長（森田隆之君） 

 まず、太陽荘に一番多く無料低額宿泊所では入っておりまして、現在３３名おりますが、

そのうちの１４人については、現在も就労の支援をしております。この中から就労できる方

が出てくれば、本当にいいと思います。 

 それと、議員がおっしゃった交通費の関係ですけれども、そちらの方も支給はされるとい

うことになります。 

○京増藤江君 

 太陽荘については、これは教育を受けたりするときに交通費が支給されているということ

のような答弁でございましたけれども、一般的にも、これは支給するべきものだと思うんで

すが、２回しかできないと言うでしょうから、後でしっかりと聞きますけれども、これは生

業のための教育を受けている場合、支給すべきものだと思いますので、これは後でちゃんと

結論を出していただきたいと思います。以上です。 

○議長（古川宏史君） 

 以上で、京増藤江議員の質疑を終了します。 

 次に、右山正美議員の質疑を許します。 

○右山正美君 

 一般会計の３０ページですが、先ほど丸山議員の答弁に市長は大変冷たいといいますか、

この八街を一体どうやっていくんだろうというような感じを受けました。今、地域でこうい

う経済悪化のもとで、閉塞感の中で、どうして地域おこしをしていこうかと、今、地域が、

全国の自治体が、躍起になっているわけですよ。やはり、こういうことで、八街市を活性化

していく、それは何が一番いいんだということなんですよ、やはり。ですから、いろんな工

事も含めて、地域の地元の業者を使っていく。地元の人たちを雇用していく、こういったこ

とは大変重要になってくるんではないかと思います。住民目線で市長も市政を進めていくん

だということですから、ぜひ、その辺をしっかりと、この２３年の予算にも、そういうこと

を盛り込んだ予算を作っていく必要があるんじゃないかなと、このように思いますね。 

 その辺をしっかりと、やっていっていただきたいと、このように思います。 

 そこで、道路の問題ですが、これもやはり補正予算が９００万円、道路維持修繕工事とし

て計上されました。しかし、この八街市の道路を見ても、私は一般質問でもやりましたけれ

ども、後回し、後回しにされてきた事実というのはあるんですよ、やはり。だから、今、市

内を走ってみても、ガタガタの道路があっちこっちにあって、歩道もない道路がたくさんあ

るわけです。こういう問題をやはり先にやっていかなきゃいけないんじゃないかなと思うん

ですよ。私は、９００万円では全く、補正は少ないと思います。それは、担当課も一生懸命

頑張っているんでしょうけれども、この修繕維持工事、９００万円の今回は補正がされまし

たけれども、事業内容について伺いたいと思います。 

○建設部長（糸久博之君） 
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 事業内容につきましては、道路の舗装修繕工事でございまして、場所は１１３号線、木原

地区、１１６号線の滝台と四木でございます。あと、その他の市内一円の小規模な補修工事

でございます。 

○右山正美君 

 担当課含めて、市の職員さんもそうですけれども、やはりあちこち市内を走っておられる

と思うんですよ。今回、北村市長が市長になられたわけですけれども、市長の前の市道とい

うのも、ものすごい産廃を捨てた場所かどうか知りませんけれども、あの辺もガタガタです

し、やはり少しずつ手を加えていく必要があると思いますよ。何か言うと、４７０キロぐら

い、いろいろ長くてどうのこうのと言っていますけれども、東金市はもっと長いですからね、

市道は。ですから、やはり計画的に、これは予算をとって、どんどん進めて、通りやすく事

故がないようにしていく必要があると思います。そういう点では、補修も含めて３月議会の

予算もやはり積極的にとっていただきたいと、このように思います。 

 次に、道路排水整備を伺いますけれども、１１月１日未明の大雨、これによってかなりミ

ニ団地も床下浸水、道路も冠水。そして、子どもたちが通る通学路も冠水して、長靴に水が

入るような状況の箇所が多くありました。やはり少しずつ対策を講じていかなきゃならない

というふうに思いますが、あちこちで、そういった対策を少しずつはやっていると思うんで

すけれども、今度の計上された補正予算の事業内容、これについて伺いたいと思います。 

○建設部長（糸久博之君） 

 事業内容につきましては、排水整備工事が２カ所でございます。場所につきましては、用

草の１０号線、これはＪＡ川上支所の跡地のわきから勢田方向へ向かって、約２００メート

ルぐらい行ったところの左に曲がったところでございます。流末がなく、道路が冠水する場

所でございます。 

 それと、もう１カ所につきましては、用草の１号線でございまして、用草の天神橋から夕

日丘方向へ向かい、坂を上り切ったところを西側に入ったところのくぼ地の地形のために、

雨水がたまってしまう場所でございます。 

○右山正美君 

 これも、予算を取りながら、あちこちで工事は進めていますけれども、まだまだ全体的な

箇所からすれば、冠水箇所というのは大変多いわけですから、ぜひ、これをやはり予算をと

ってやっていただきたいと思います。同時に政府は、地域活性化交付金、こういったものも

交付しております。きめ細かな交付金、住民生活に光をそそぐ交付金、それぞれ使途はある

わけですけれども、でも、千葉県だけでも、きめ細かな交付金は１２億６千９８万８千円、

住民生活に光をそそぐ交付金というのは、４億７千７万８千円、こういうった基金も、これ

は第一次交付ですから、第二次交付が、また、１月中には出されるわけです。こういった活

用もどんどんしながら、ミニ団地の問題も言いましたけれども、やはり住みやすく、住環境

整備をしていくこと。このことも大変重要だと考えますし、まして学校の朝陽小学校なんか

も、まだ、これから設計をやって、それから建て替えなんですよ。何年も何年もやって子ど
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もたちは学校を卒業しちゃうじゃないですか。こういう問題が後回しにされているんですよ。

やはり、これはどんどんそういったものには予算を使っていく必要があるんじゃないかなと

いうふうに思います。 

 次に、下水道関係を質問しますけれども、一般会計を削って、地方債にかえるというもの

ですけれども、その事業内容について、まず伺います。 

○下水道課長（吉田一郎君） 

 このことにつきましては、汚水整備事業費の一部を雨水整備事業費に流用したことにより、

汚水整備事業費の控除財源でありました、受益者負担金分を起債措置にかえるものでござい

ます。受益者負担金分の９０パーセントほど、起債として追加発行するものでございます。 

○右山正美君 

 下水道料金も引き上げて、議会が始まる前に全協の中で、公的資金補償金免除繰上償還、

これの説明がありました。これは、何億というお金を返済していくわけですけれども、これ

の返済のもととなるのは、やはり民間活用、銀行から借りて返済していくものというふうに

なっているわけですけれども、そういった利息分が入ってくるということですけれども、借

金そのものは、残るわけであります。 

 京増議員の一般質問の中でもありましたけれども、というのがあるにも関わらず、大池第

三雨水幹線事業を進めようとしているわけですけれども、これが現在のところ３９億円、そ

の半分の２０億円が市の借金、担当課といろいろお話させていただきましたら、これは約３

割か４割が減っていくということでございますけれども、しかし、それにしても２０億円近

い、１５億円か、そういったお金が市債として、やはりお金を作らなければいけないわけで

すから、借金として残ってくるわけですよ。そうしますと、先ほど言いました道路なども、

あるいは学校施設も、ソフト面の不登校や登校しない子どもたちのソフト面のそういった問

題など、さまざまな事業が、そういった駅北側区画整理事業と含めて、同じような体制で、

また、財源がそういったところに注がれるということになってくるわけですよ。そうなって

きますと、また、だんだんと住環境整備が遅れてくるということでは、これは大変困るわけ

です。そういう意味では、そういったもろもろのことを勘案しても、やはり先に進めなけれ

ばならない事業というのは、もうわかっているわけですから。その辺について、市長はどの

ように思いますか。 

○市長（北村新司君） 

 大池第三雨水幹線につきましては、八街駅北側市街地の浸水被害の解消、八街駅北口土地

区画整理事業の雨水排水の流末の目的と融資、また、大池第三雨水幹線の整備により、文違

ニュータウンを通過する既存水路の雨水流入量の減少による浸水被害の軽減も図られます。

このように、大池第三雨水幹線の整備は、大池排水区の全体の雨水排水区となるものであり、

行財政改革の中にありましても、必要な事業とあると考えております。 

○右山正美君 

 行財政改革のもとにはならないと、私は思われます。これは、やはり何を先にやる事業か
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といいますと、それは、私は市長の命は認めますよ。いずれはやらなきゃいけない問題だと

思います。でも、今すぐやる事業とか何とかという問題じゃなくて、残された部分というの

は、ほかにいっぱいあるわけですよ。道路１つにしろ、排水１つにしろ、学校の問題１つに

しろね。ですから、そういったことが優先されるべきじゃないですかということを、私は強

く言いたいわけであります。 

 何をしても住民目線で市長は進めていくんだということですから、先ほどの答弁じゃない

ですけれども、そういう経済活性化もやらない、何もやらないんじゃ、どうしようもないじ

ゃないですか、大型事業だけ進めて。また、財政は硬直化しますよ、これははっきり言って。

ですから、もろもろの面を見て、やはり２３年度の予算は、そういう住民目線での住環境整

備とか、そういったものも含めた予算を作ってほしいと、このように思います。以上で終わ

ります。 

○議長（古川宏史君） 

 以上で、右山正美議員の質疑を終了します。 

 次に、桜田秀雄議員の質疑を許します。 

○桜田秀雄君 

 それでは、私の方からは、補正予算、予算書１７ページの広報費、これについてお尋ねい

たします。 

 先ほど、丸山議員の方からも質問がありまして、概略説明があったわけですけれども、こ

の備品購入費４５万円、今度は月２回の発行、そういうことで、その準備だということでご

ざいますけれども、この機材を使って、現在も含めてそうでございますけれども、紙面づく

りなんですが、内容を含め、レイアウトも含めて、どの辺まで市の段階でやっていらっしゃ

るのでしょうか。 

○総務部長（浅羽芳明君） 

 現在の広報の編集作業につきましては、ほとんど職員が行っておりまして、そのデータを

印刷業者に渡して印刷をしているというような状況でございます。 

○桜田秀雄君 

 この広報紙を見ると、確かに、ある程度の技術があれば、ほとんど編集はできるであろう

と、このように思うんですね。私は、大東区の外れの方に住んでいまして、外れていますか

ら、同じ市に山武市の広報紙、八街市の広報紙、これが一緒に来るんですね。やはり、一緒

にこうやって見てみますと、やはりどうしても山武の方が内容も充実していますし、読みや

すいし、情報もいっぱいあると、そういうことで、やはり八街は遅れているのかなと、そう

いう思いがするんですね。市長は、所信の中でも申していましたけれども、市民の満足度を

上げるんだと、こうおっしゃいました。私も、今、八街に課されている課題は、それが最大

の課題であろうと、そう思うんですね。そういう意味では、やはり八街の情報というものを

どんどん発信していくと。その中で、市民の皆さんに理解をしていただいて、そして、市民

の皆さんに市政に参加をしていただくと、そういう方向では、この広報紙というのは大きな
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役割を果たすわけですから、ぜひとも、過去には何かＡ４で発行をしていた、こういう時期

があるという話も聞いておりますけれども、ぜひ、今、主流はＡ４ですから。これですと、

僕も毎月保管しているんですけれども、とじても置く場所がないんですね。本棚に入れよう

と思っても、まず、本棚に入るような本棚がありません。そうした意味で、大体、体裁は決

まっていると思うんですが、Ａ４、これも今後検討課題にしていただければ、ありがたいな

と、こう思うんですが、市長どうでしょうか。 

○総務部長（浅羽芳明君） 

 事務的なことなので、私の方からご答弁をさせていただきます。広報紙の役目でございま

すけれども、ご承知のとおり、１つは市からの情報提供ということ。それから、もう一つは

地域や団体、市民の活動をお知らせする。コミュニケーションのツールというような大きな

役割が２つあろうかと思います。過去にＡ４から現在のタブロイド判に変更したというよう

な経緯があるようでございますけれども、これによりまして、紙面は大きくなります。記事

が分割されないというようなこともありまして、非常に読みやすくなるというようなことか

ら、タブロイド判にしたというようなことも聞いております。 

 今回、情報を広く発信していくということで、遅延がないように広く発信をしていくとい

うことで、月２回発行ということにさせていただくように、現在、作業・準備を進めている

ところでございますけれども、この中では、２回発行になりますので、若干、文字を大きく

して読みやすくするというようなこと。それから、写真とか、イラストを多用して、市民の

目によく止まるようにというような工夫、これらも考えていきたいというふうに思っており

ます。 

○桜田秀雄君 

 次に、予算書２６ページ、予防費の関係の新型インフルエンザワクチンの関係ですが、３

０７万６千円、これが計上されておりますけれども、対象人員を含めて、具体的な事業内容

をお聞かせ願いますか。 

○市民部長（森田隆之君） 

 これにつきましては、新型インフルエンザワクチン接種事業、助成事業ですが、低所得者、

生活保護世帯ですとか、住民税の非課税世帯、これに対しまして助成をするものです。今回

の補正予算では、助成の見込み数を１２歳以下の方を２１７人、１３歳から６４歳未満の方

を１千４２３人、それと６５歳以上の方を１千３１４人、合わせて２千９５４人を見込んだ

ものでございます。 

○桜田秀雄君 

 ちょっと、今、私も体調を壊しまして医者に行っているんですけれども、私の行っている

医者は、市内の医療機関ですから、多分その医療機関に来る患者さん、周辺ですと富里、佐

倉ですかね。こんな感じで、一応、自己負担、これが例えば山武市の場合は２千６００円、

佐倉、富里、今現在やられているインフルエンザですが、富里は１千２００円、八街は１千

円という掲示がされているんですね。今回の事業もそういう内容になるんでしょうか。 
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○市民部長（森田隆之君） 

 今おっしゃったのは、６５歳以上の高齢者インフルエンザの助成だと思いますが、印旛管

内でも６市１町が本市と同額の１千円の負担で接種の方の実施をしております。高齢者につ

きましては、インフルエンザが発症した際に、重症化を防止するという観点から実施してい

るものでございますので、負担についてはご理解をいただきたいと思っております。 

○桜田秀雄君 

 ちょっと勉強不足で申し訳ないのですが、医療費というのは自由診療ということで、これ

は独禁法は適用されるんですかね。例えば、市内のインフルエンザの基本料金、幅があると

いう話も聞いているんですが、その辺、掌握はしておられますか。 

○議長（古川宏史君） 

 ２回答弁していますよね。次の質問に入ってください。 

○桜田秀雄君 

 次は、３７ページ、市民体育祭運営費についてお尋ねをいたします。 

 当初予算は３０８万６千円だったと記憶をしておりますけれども、今回、減額の補正が提

案をされています。中止になりますと、この内容が医師への謝礼金、あるいはテント、椅子

等の賃借料、自動車借上料金などという内容になっておりますけれども、中止になってもか

かる経費というのは、どのようなものがあるのでしょうか。 

○教育次長（越川みね子） 

 中止になりますと、現在はここで減額させていただいているんですが、当日、朝５時に中

止決定をさせていただいていますので、地区でお使いになりました補助金をこちらでおあげ

していますので、その一部が使われているかと思います。 

○桜田秀雄君 

 多分、私の記憶ですと、この６年間に３回ほど中止になっていると思うんですね。やはり

これだけ中止が多いと、区の方でも大変参加者も固定をしておりまして、人集めも難しいと。

あるいは、応分の経費もかかるわけで、さまざまな意見が出ているのかなと、こういうふう

に思います。今回の中止以降、関係者の皆さんで反省会のようなものが持たれたと、こうい

う話も聞いておりますけれども、そうした話は出ていないのでしょうか。 

○教育次長（越川みね子） 

 終わりましてから反省会を持ちました。ご質問の件なんですが、そのような意見もあると

は伺っております。今後の課題といたしまして、皆様の幅広い意見を聞きながら検討をして

まいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（古川宏史君） 

 以上で、桜田秀雄議員の質疑を終了します。 

 これで、通告による質疑はすべて終了しました。 

 ただいま議題となっています請願第２２－３号及び議案第１号から議案第９号を配付して

あります議案付託表のとおり、それぞれの常任委員会に付託します。 
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 議案付託表に誤りがあった場合は、議長が処理することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（古川宏史君） 

 ご異議なしと認めます。 

 なお、議案付託表により、各常任委員会の開催日の通知とします。 

 日程第２、休会の件を議題とします。 

 明日、２１日から２６日までの６日間を各常任委員会の開催、議事都合及び休日のため休

会したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（古川宏史君） 

 ご異議なしと認めます。 

 明日２１日から２６日までの６日間を休会することに決定しました。 

 本日の日程はすべて終了しました。 

 本日の会議はこれで終了します。 

 ２７日は午前１０時から本会議を開き、委員長報告、質疑、討論及び採決を行います。 

 ご苦労さまでした。 

                            （散会 午前１１時００分） 
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○本日の会議に付した事件 

 １．請願第２２－３号 

   議案第１号から議案第９号 

   質疑、委員会付託 

 ２．休会の件 

……………………………………………………………………………………………………………… 

請願第22－3号 環太平洋戦略的連携協定（ＴＰＰ）への加入に反対する意見書提出を求める請願 

議案第１号 市道路線の変更について 

議案第２号 市道路線の認定について 

議案第３号 平成２２年度八街市一般会計補正予算について 

議案第４号 平成２２年度八街市国民健康保険特別会計補正予算について 

議案第５号 平成２２年度八街市介護保険特別会計補正予算について 

議案第６号 平成２２年度八街市学校給食センター事業特別会計補正予算について 

議案第７号 平成２２年度八街市下水道事業特別会計補正予算について 

議案第８号 平成２２年度八街市水道事業会計補正予算について 

議案第９号 印旛郡市広域市町村圏事務組合の経費の支弁方法の変更及び印旛郡市広域市町村 

      圏事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について 

 

 



 

－２３８－ 

＋ 

＋

＋

＋



 

－２３９－ 

＋



 

－２４０－ 

＋ 

＋

＋

＋

 


